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副会長 ２名

理 事 １０名以内

第８条 本会の会長は、日本歯科医師会の会長、または会長の指名する役員を充てる。

２ 副会長および理事は、会長が指名する。

３ 副会長は、会長を補佐し、理事会で決めた順位により会長が事故あったときはそ

の職務を代理し、欠けたときはその職務を代行する。

（理事会）

第９条 理事は、理事会を組織し、会務を執行する。

２ 理事のうち、１名を専務理事及び若干名を常任理事として、会長が任命するもの

とする。

（評議員会）

第１０条 本会に評議員会を置き、都道府県歯科医師青色申告会連合会会長をもって組

織する。

２ 評議員会は、本会の運営に関する重要事項を審議する。

（顧問、相談役、専門嘱託）

第１１条 会長は、理事会の議を経て、顧問、相談役または専門嘱託を置くことができ

る。但しその任期は、委嘱した会長の任期と同じとする。

（会 議）

第１２条 本会の会議は、理事会、常任理事会および評議員会の三種とし、会長が必要

に応じて招集する。

（経 費）

第１３条 本会の経費は、日本歯科医師会の一般会計より支出する。

（事 務）

第１４条 本会の事務は、日本歯科医師会事務局において処理する。

（運 営）

第１５条 本会の運営に関して必要な事項は、本会理事会の議を経て別に定める。

附 則

この規則は昭和４６年１１月１日より施行する。

附 則

この規則は昭和５７年９月１７日から施行する。
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日本歯科医師会歯科医師青色申告会全国
連合会運営細則

（設 置）

第１条 この運営細則は、日本歯科医師会歯科医師青色申告会全国連合会規則第１５条

の規定にもとづきこれを定める。

（理事会）

第２条 理事会は、会長、副会長及び理事をもって組織する。

２ 理事会は、次に掲げる事柄を決定し、執行する。

一 日本歯科医師会代議員会に提出する議案に関する事柄

二 本会に関係のある日本歯科医師会代議員会の議決事項に関する事柄

三 日本歯科医師会代議員会に付議する期間がない場合の緊急処理に関する事柄

四 評議員の招集及び評議員会に提出する付託事項に関する事柄

五 評議員会から委任された事柄

六 前号に掲げるもののほか、会務の執行に関する事柄

（理事会の運営）

第３条 理事会は、会長が必要と認めた場合に招集し、その議長となる。

第４条 理事の過半数から、理事会招集の要求があったときは、会長は、できるだけ

早く招集するものとする。

第５条 理事会の議事は、理事の半数以上が出席し、その出席者の過半数をもって決

するものとし、可否同数のときは議長が決める。

（常任理事会）

第６条 常任理事会は、会長、副会長、専務理事及び常任理事をもって組織する。

２ 常任理事会は、常務を処理し、会長が必要と認めた場合に招集し、その議長とな

る。

（評議員）

第７条 評議員の任期は、都道府県歯科医師青色申告会連合会会長としての任期によ

る。
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（評議員会の運営）

第８条 評議員会の招集は、第３条の規定を準用する。

第９条 評議員会は、会長の諮問に応え、本会の運営に関する重要事項を審議し、本

会と都道府県歯科医師青色申告会連合会との連絡をはかる機関とする。

（会議についての記録）

第１０条 本会理事会においては、議事録、常任理事会及び評議員会については会議録

を作成し、本会に保管する。

（本会規則及び運営細則の改廃手続き）

第１１条 本会規則の改廃は、本会理事会、日本歯科医師会理事会の議を経て、代議員

会の議決を経なければならない。

２ 運営細則の改廃は、本会理事会の議を経て、日本歯科医師会理事会の承認を経な

ければならない。

附 則

この運営細則は、昭和４６年１１月１日から施行する。

附 則

この運営細則は、昭和５８年１月２７日から施行する。
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社団法人日本歯科医師会常任委員会規程

（趣 旨）

第１条 この規程は、定款施行規則第１７条の規定に基づき、これを定める。

（常任委員会の設置及びその名称）

第２条 本会に次の常任委員会を置く。

一 厚生委員会

二 疑義解釈委員会

三 税務委員会

四 医療管理委員会

五 社会保険委員会

六 地域保健委員会

七 学術委員会

八 広報委員会

九 会誌編集委員会

十 資金管理運用委員会

十一 歯科医療安全対策委員会

十二 図書管理運営委員会

十三 歯科医療機器委員会

十四 器械規格委員会

十五 材料規格委員会

十六 医薬品委員会

（厚生委員会）

第３条 厚生委員会においては、次の事項を審議する。

一 日歯福祉共済制度に関する事項

二 日歯年金制度に関する事項

三 その他、会員の福祉厚生に関する事項

（疑義解釈委員会）

第４条 疑義解釈委員会においては、次の事項を審議する。
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一 医療保険の給付等の疑義解釈に関する事項

（税務委員会）

第５条 税務委員会においては、次の事項を審議する。

一 税制に関する事項

（医療管理委員会）

第６条 医療管理委員会においては、次の事項を審議する。

一 医療の管理、運営の合理化に関する事項

（社会保険委員会）

第７条 社会保険委員会においては、次の事項を審議する。

一 社会保険に関する事項

二 社会保険の制度、法規並びに診療に関する事項

（地域保健委員会）

第８条 地域保健委員会においては、次の事項を審議する。

一 地域保健に関する事項

二 産業保健に関する事項

（学術委員会）

第９条 学術委員会においては、次の事項を審議する。

一 生涯研修に関する事項

二 学術に関する事項

三 国際渉外に関する事項

四 国際学術交流基金の運営に関する事項

（広報委員会）

第１０条 広報委員会においては、次の事項を審議する。

一 会報の企画、編集に関する事項

二 内外の広報に関する事項

三 ホームページ等の管理に関する事項

（会誌編集委員会）

第１１条 会誌編集委員会においては、次の事項を審議する。

一 会誌の企画、編集に関する事項
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（資金管理運用委員会）

第１２条 資金管理運用委員会においては、次の事項を審議する。

一 資金管理運用に関する事項

（歯科医療安全対策委員会）

第１３条 歯科医療安全対策委員会においては、次の事項を審議する。

一 歯科医療安全対策に関する事項

二 院内感染対策に関する事項

三 医療事故・医事紛争に関する事項

（図書管理運営委員会）

第１４条 図書管理運営委員会においては、次の事項を審議する。

一 本会に必要な図書管理、運営に関する事項

（歯科医療機器委員会）

第１５条 歯科医療機器委員会においては、次の事項を審議する。

一 歯科医療機器の分析評価並びに安全性に関する事項

二 歯科医療機器の研究・開発に関する事項

（器械規格委員会）

第１６条 器械規格委員会においては、次の事項を審議する。

一 歯科器械の規格に関する事項

（材料規格委員会）

第１７条 材料規格委員会においては、次の事項を審議する。

一 歯科材料の規格に関する事項

（医薬品委員会）

第１８条 医薬品委員会においては、次の事項を審議する。

一 歯科用医薬品並びにその他の医薬品に関する事項

（小委員会）

第１９条 常任委員会に小委員会を置くことができる。

２ 前項の小委員会は委員をもって構成する。

（委員会及び小委員会の招集）

第２０条 委員長は、必要に応じ委員会又は小委員会を招集して会議の議長となる。
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（諮問事項の答申又は意見）

第２１条 常任委員会は、会長の諮問に答申するほか、調査研究した事項について会長

に意見を具申することができる。また、必要に応じ会務の補佐業務をすることがで

きる。

（審議結果の提出）

第２２条 常任委員会はその審議結果を会長に文書をもって提出しなければならない。

（臨時委員会）

第２３条 定款施行規則第１４条第２項第二号の規定により臨時委員会を置く場合は、定

款施行規則に定めるものを除くほか、この規程を準用する。

（規程の改廃）

第２４条 この規程の改廃は、理事会の決定による。

附 則

１ この規程は、昭和４０年４月２２日から施行し、同年４月１日から適用する。

２ この規程施行の際、現に委嘱されている委員及び嘱託は、この規程により委嘱さ

れたものとみなす。

３ 社団法人日本歯科医師会委員会規則及び社団法人日本歯科医師会特別委員会規則

は、廃止する。

附 則

１ この規程は、昭和４１年５月１８日から施行する。

２ この規程施行の際、現に委嘱されている委員及び嘱託は、この規程により委嘱さ

れたものとみなす。

附 則

この規程は、昭和４２年４月１日から施行する。

附 則

この規程は、昭和４３年４月１日から施行する。

附 則

１ この規程は、昭和４３年５月２１日から施行し、同年４月１日から適用する。

２ この規程施行の際、現に委嘱されている委員及び嘱託は、この規程により委嘱さ

れたものとみなす。
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附 則

１ この規程は昭和４４年４月１日から施行する。

２ この規程施行の際、現に委嘱されている委員及び嘱託は、この規程により委嘱さ

れたものとみなす。

附 則

この規程は、昭和４６年９月１日から施行する。

附 則

この規程は、昭和４７年７月１日より施行する。

附 則

この規程は、昭和５１年４月１日から施行する。

附 則

この規程は、昭和５１年５月１９日から施行する。

附 則

この規程は、昭和５３年５月１７日から施行する。

附 則

この規程は、昭和５７年４月１日から施行する。

附 則

この規程は、昭和６２年８月１日から施行する。

附 則

この規程は、平成２年４月１日から施行する。

附 則

この規程は、平成３年４月２４日から施行し、同年４月１日から適用する。

附 則

この規程は、平成６年５月２６日から施行し、平成６年４月１日から適用する。

附 則

この規程は、平成９年５月２９日から施行し、平成９年４月１日から適用する。

附 則

この規程は、平成９年１０月１日から施行する。

附 則

この規程は、平成１２年４月１日から施行する。
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附 則

この規程は、平成１５年４月１日から施行する。

附 則

この規程は、平成２１年４月１日から施行する。
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社団法人日本歯科医師会図書管理運営規程

（制 定）

第１条 この規程は、社団法人日本歯科医師会（以下「本会」という。）定款第４条の

規定に基づき、図書・資料等の収集・管理について必要な事柄を定める。

（図書館）

第２条 この規程制定の趣旨を受け、本会に図書館を置き、本会情報管理課が所掌す

る。

２ 担当常務理事は図書館業務を総括し、その事務は情報管理課が取扱う。

３ 図書館においては、次の業務を行う。

一 図書の購入・管理・貸出し

二 文献・資料等の収集・管理

４ この詳細に規定するものの他、図書館の運営に必要な事柄は別に定める。

（収集・管理する図書等の範囲）

第３条 図書館において収集・管理する図書・資料の範囲は、次の通りとする。

一 本会事業の遂行に必要な法令・図書・文献

二 本会役員、事務局において必要とする図書・文献

三 本会に寄贈された図書・文献

四 歯科関係大学・学会、関係業界、団体等の発行する定期刊行物

五 各都道府県歯科医師会及び郡市区支部歯科医師会が発行する図書並びに定期刊

行物

六 本会各部門において作成、発行する図書・文献

七 前各号の他、本会情報管理課において、図書館に収納することが適当と認めた

図書・文献

２ 前項各号の規定に拘らず、本会が保有する図書・資料のうち、内部資料に属する

ものは蔵書に含めない。

（図書の購入）

第４条 図書・資料の購入選択は、蔵書構成を考慮して本会図書管理運営委員会にお

いて審査し、担当常務理事がこれを決定する。ただし、早急に必要とするものにつ
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いては、担当常務理事が選択し決定する。

（図書原簿）

第５条 図書館に図書原簿を配置する。

２ 購入又は寄贈を受けた図書は、図書原簿に登録する。

３ 逐次刊行物のうち、特に必要とするものについては合冊製本の上、図書原簿に登

録する。

（図書整理の原則）

第６条 図書には蔵書印を押し、受入日付と日本十進分類法に基づく番号及び日本著

者記号表による図書記号を付する。

２ 前項の規定にかかわらず、歯科関係図書の整理には日本十進分類法に基づく番号

に替え、本会で定めた歯科専用コード（Ｄコード）を採用する。

第７条 図書館に、日本目録規則による著者名・書名及び分類目録を作成し、配置する。

（図書の保管）

第８条 会内の図書・資料は原則として図書館に保管する。ただし、業務上特に関係

ある図書・資料については、関係事務局各課において分掌する。

２ 本会事務局各課は、所掌分野で作成した図書・資料の図書館への納本に協力する。

（蔵書目録）

第９条 図書館に蔵書目録を配置し、新規受け入れ分を随時追加登録する。

２ 配布用蔵書目録として、適宜冊子目録を作成し、関係方面に配布する。その間の

新規受入れ分については、本会雑誌等により周知を図る。

（亡失、毀損の処理）

第１０条 図書の亡失又は毀損の処理は、図書管理運営委員会の報告を得て担当常務理

事がこれを決する。

（除籍）

第１１条 図書が使用に耐えなくなったとき、又は配架の実益価値がないと認めた場合

は、除籍することができる。

２ 前項の取扱いは、図書管理運営委員会の報告を得て担当常務理事がこれを決す

る。

（レファレンス事務の実施）

第１２条 図書・資料についてのレファレンス業務を実施する。

178



２ レファレンスの申し込みは、文書又は口頭のいずれでも受け付ける。

３ レファレンス・サービスは可及的速やかに実施し、その結果を記録保存する。

（図書の取扱事務時間）

第１３条 図書・資料の閲覧、貸出し及び返還事務の取扱い時間は、本会事務の執行時

間内とする。

（閲覧及び貸出し等）

第１４条 図書・資料の閲覧及び貸出し等は、次の基準により取扱う。

一 閲覧 一般公開とする

二 貸出し 別に定める

三 レファレンス及び複写サービス 申し込み者全員に対応する

２ 貴重図書の指定があるものについては、担当常務理事の許可がなければ貸し出さ

ない。

３ 貸出等に要する経費・料金については別に定める。

（貸出期間）

第１５条 図書・資料の貸出期間は、２週間以内とする。ただし、必要に応じこれを更

新することができる。

２ 前項による貸出し期間は、通算１カ月を限度とする。

（弁償）

第１６条 図書・資料の貸出しを受けた者が、図書・資料を忘失し、または毀損した場

合は弁償させることができる。

（資産計上）

第１７条 図書・資料の取得価格が一冊当り１０万円以上で、かつ耐用年数１年以上のも

のは本会財産の管理および会計規則に基づき資産に計上する。

２ 図書・資料の価格は次の通りとする。

一 購入した図書・資料は定価

二 寄贈を受けた図書・資料は定価。ただし、価格表示のない図書・資料はその評

価額

三 本会作成によるものは、その作成価格

（内規等への委任）

第１８条 第２条第３項、第６条第２項、第１４条第１・３項に規定するもののほか、図
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書・資料等の管理運営に必要な事柄は別に定める。

附 則

この規程は、平成２１年４月１日から施行する。
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社団法人日本歯科医師会役員報酬、
退職慰労金支給規則

第１章 総 則

第１条 この規則は、社団法人日本歯科医師会定款（以下「定款」という。）第２９条

の規定に基づき、本会役員に対する報酬及び退職慰労金の支給基準を設け、その適

切な運用を図るため、これを定める。

第２条 この規則により報酬及び退職慰労金の支給を受ける者は、定款第２２条に規定

する役員とする。

第２章 報 酬

第３条 この規則に定める報酬とは、役員の在任期間中その職務に対する報酬、及び

賞与をいう。

第４条 報酬について必要な事項は、役員報酬算定審議会の議を経て理事会が決め

る。

２ 役員報酬算定審議会（以下「審議会」という。）は、委員５名をもって構成する

ものとし、代議員会の承認を経て会長が委嘱する。

３ 審議会委員の任期は２年とし、その委嘱した会長の在任期間とする。

第３章 退職慰労金

第５条 役員に支給する退職慰労金は、この規則の定めるところにより算出した金額

とする。

第６条 退職慰労金は、次の各号に該当するものに対して支給する。

一 任期を満了し、退任した者

二 在任中死亡した者
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定 額 表 （単位 万円）

昭和５３年度 昭和５４年度 昭和５５年度 昭和５６年度 昭和５７年度 平成３年度

会 長 職 ２３０ ２３０ ２７０ ２８５ ２８５ ３００
副 会 長 職 ２１０ ２１０ ２５０ ２６５ ２６５ ２８０
専務理事職 ３２０ ３２０ ３６０ ３７５ ３７５ ３９０
常務理事職 ２００ ２００ ２４０ ２５５ ２５５ ２７０
理 事 職 ５０ ５０ ９０ １００ １００ １１０
常務監事職 ２００ ２００ ２４０ ２５５ ２５５ ２７０
監 事 職 ５０ ５０ ９０ １００ １００ １１０

三 辞任届を提出し受理された者

２ 任期を満了し、引き続いて役員として選任された者に対しては、その者について

前項のいずれかに該当するまで退職慰労金は支給しない。

第７条 支給額は年度別、役職別に定めた次の定額表にもとづき、支給を受ける者の

各年度の役職に応じた下記の定額の合算額とする。ただし、年度中途に就・退任し

た場合は、１年未満の在任月数を１２で除した数をその年度別、役職別定額に乗じた

後、合算するものとする。

２ 前項の定額表において、昭和５８年度から平成２年度までについては昭和５７年度の

定額を適用し、平成４年度以降については改正がない限り平成３年度の定額を自動

的に継続するものとする。

３ ２期以上継続して役員に就任した者には前２項により算出した合算額の１００分の

１０に相当する金額を加算する。

第４章 雑 則

第８条 この規則の改廃は、代議員会の議決によるものとする。

第９条 この規則は、昭和５１年９月１４日より施行し、昭和５１年４月１日より適用する。

附 則

この規則は、昭和５２年４月１日より施行する。

附 則

この規則は、昭和５３年４月１日より施行する。
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附 則

この規則は第１１次改正定款施行の日（昭和５５年６月３日）から施行する。

ただし、第４条第３項の任期の始期は昭和５７年４月１日から、第７条の規定は昭和

５５年４月１日から適用するものとする。

附 則

１ この規則は、昭和５６年４月１日から施行する。ただし第７条第２項の規定は、昭

和５５年３月３１日に任期を満了した役員で、翌４月１日から引き続いて役員に就任し

た者から適用する。

２ 削除

３ 削除

附 則

この規則は、昭和５６年９月２５日から施行する。

附 則

この規則は、昭和５７年９月１７日から施行し、昭和５７年４月１日より適用する。

附 則

この規則は、昭和５８年４月１日から施行する。

附 則

この規則は、平成３年４月１日から施行する。

附 則

１ この規則は、第１５次改正定款施行の日（平成２０年１月３１日）から施行する。

２ 第４条第３項に規定する委員の任期の始期は平成２１年４月１日とし、それまでは

委員の任期は３年とし、選任された年の４月１日を始期とする。
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社団法人日本歯科医師会役員報酬支給規程

第１条 この規程は、社団法人日本歯科医師会定款第２９条及び社団法人日本歯科医師

会役員報酬、退職慰労金支給規則（以下「報酬等支給規則」という。）第４条の規定

に基づきこれを定める。

第２条 役員報酬は、次の区分により支給する。

一 会 長 月額 ５２５，０００円

二 副 会 長 月額 ３９９，０００円

三 専務理事 月額 ７８７，５００円

四 常務理事 月額 ３９９，０００円

五 理 事 月額 １３６，５００円

六 常務監事 月額 ３９９，０００円

七 監 事 月額 １３６，５００円

第３条 役員には、家族手当、時間外執務手当、休日執務手当及び役付手当は支給し

ない。ただし通勤に要する費用、その他特別な事由により要した実費は支給する。

第４条 役員に対する賞与は予算の定めるところにより、６月及び１２月に夫々支給す

るものとする。

第５条 役員が業務のため出張するときは、別に定める社団法人日本歯科医師会旅費

規則に規定する旅費を支給する。

第６条 役員が長期間欠勤したときの処遇は、理事会の議を経て会長が決める。

第７条 この規程の改廃は、役員報酬支給規則に規定する役員報酬算定審議会の議を

経て理事会が決める。

附 則

１ この規程は、昭和５１年１０月２０日より施行し、昭和５１年４月１日より適用する。

２ この規程施行の日をもって現行社団法人日本歯科医師会役員報酬規程は廃止す

る。

附 則

この規程は、昭和５４年４月１日より施行する。

184



附 則
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この規程は、昭和５６年４月１日から施行する。

附 則

この規程は、平成３年４月１日から施行する。

附 則

この規程は、平成５年４月１日から施行する。

附 則

この規程は、平成８年４月１日から施行する。

附 則

この規程は、平成１４年４月１日から施行する。

附 則

この規程は、平成１５年４月１日から施行する。
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社団法人日本歯科医師会特別職規則

（趣 旨）

第１条 この規則は、社団法人日本歯科医師会（以下「本会」という。）定款第３１条の

規定に基づき、これを定める。

（目 的）

第２条 この規則は本会の特別職の任用、報酬、その他必要な事項を規定することを

目的とする。

（任 用）

第３条 特別職に任用される者は、本会における重要かつ特殊な職務に従事する者で

あって、特にその分野において、学識経験を有するものでなければならない。

２ 特別職は、定款第６４条に規定する部又は室に属するものとする。

３ 特別職は常勤と非常勤の二種とする。

４ 本会の理事、代議員、監事、裁定審議会委員、選挙管理会委員、顧問、嘱託およ

び一般職員は特別職に任用することができない。

（任期および委嘱）

第４条 特別職の任期は委嘱する会長の任期を超えない期間とし、任用に際し理事会

がこれを決定する。ただし再任を妨げない。

２ 特別職は、理事会の議を経て会長が委嘱する。

（義 務）

第５条 特別職に任用された者は、本会の定款、規則等を遵守し、業務上の秘密を守

り、その職務を履行して、会務の向上に努めなければならない。

（給与など）

第６条 特別職に給与を支給するものとし、必要な事項は理事会の議を経て別に定め

る。

（退 職）

第７条 特別職の次の各号のいずれかに該当する場合、当然退職とする。

一 任期を満了したとき

二 死亡したとき

186



三 負傷、疾病のため、職務に堪えられないことを証明する医師の診断書を提出し

たとき

特
別
職
規
則

四 辞任届けを提出して理事会が承認したとき

（解 任）

第８条 特別職が職務上の義務に著しく違背したときは、会長は理事会の議を経て解

任することができる。

（休 職）

第９条 特別職に休職の必要がある場合は、その休職期間の処遇について、会長が理

事会の議を経て決める。

（雑 則）

第１０条 この規則に定めるもののほか、必要な事柄は会長が理事会の議を経て決める。

附 則

１ この規則は昭和５１年４月１日より施行する。

２ この規則施行の際、既に本会特別職或は常勤技術嘱託として任用されている者は、

この規則により、特別職として任用された者とみなす。

３ 前項で、特別職とみなされた者のうち、就任当初に昭和５１年４月１日以降に亘る

任期を決められた者は、第４条の規定にかかわらず、当初決められた在任期間の間

特別職としての身分を有するものとする。

４ この規則の施行日をもって、社団法人日本歯科医師会特別職規程は廃止する。

附 則

この規則は第１１次改正定款施行の日（昭和５５年６月３日）から施行する。

附 則

この規則は平成１９年４月１日から施行する。
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社団法人日本歯科医師会特別職規則施行細則

第１条 この施行細則は、社団法人日本歯科医師会特別職規則の規定に基づきこれを

定める。

第２条 特別職に任用される者は、次に掲げる書類を日本歯科医師会（以下「本会」

という。）に提出しなければならない。

一 履 歴 書 １通

二 就任承諾書 １通

三 その他必要な書類

第３条 特別職に任用された者に対しては、給与を支給する。

第４条 給与は年俸とし、その額は、その従事する勤務時間、職務の内容、責任及び

その者の能力、専門的技能、経験等を考慮して理事会が決定するものとする。

第５条 この施行細則に定めるもののほか必要な事項は理事会で定める。

附 則

１ この施行細則は、昭和５１年４月１日から施行する。

２ 本施行細則制定前に任用されていた特別職並びに常勤技術嘱託の給与は本施行細

則第４条及び別表の規定に基づき、現に受けている給与月額と同じ号俸、同じ号俸

がない場合は直近上位の号俸に切り替えるものとする。

３ 本施行細則第６条の在職月数計算に当っては、本施行細則規定前に任用されてい

た特別職並びに常勤技術嘱託については、その月数を算入するものとする。

附 則

この細則は、昭和５２年１１月１７日から施行し、昭和５２年４月１日より適用する。

附 則

この細則は、昭和５３年１１月１６日から施行し、昭和５３年４月１日より適用する。

附 則

この細則は、平成１９年４月１日から施行する。
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社団法人日本歯科医師会医療対策本部規程

（設 置）

第１条 日本歯科医師会に、医療対策本部（以下「中央対策本部」という。）を置く。

（所掌事務）

第２条 中央対策本部は、歯科医療問題の改善を目途とし、関係諸対策を企画立案し、

その実施を指導するとともに、中央対策本部と地方対策本部との連絡及び地方対策

本部相互間の連絡協議を図り、もって本旨の実現に資するものとする。

（組 織）

第３条 中央対策本部は、部員若干人で組織する。

２ 部員は、次の各号に掲げる者のうちから、会長が委嘱する。

一 日本歯科医師会役員

二 日本歯科医師会社会保険委員会委員

三 日本歯科医師会税務委員会委員

四 都道府県歯科医師会長

五 日本歯科医師連盟役員

六 その他適任者

３ 部員のうち、若干人を常任部員とすることができる。

（本部長及び副本部長）

第４条 中央対策本部に、本部長１人及び副本部長４人を置く。

２ 本部長は、日本歯科医師会長をもって充てる。

３ 本部長は、部務を総理する。

４ 副本部長は、本部長が指名する。

５ 副本部長は、本部長の定めるところにより、本部長を補佐し、本部長に事故があ

るときは、本部長の職務を行う。

（運 営）

第５条 中央対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が中央対策本部の議を経て

定める。
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（部員の事務分掌）

第６条 部員の事務分掌は、本部長が別に定める。

（会 計）

第７条 中央対策本部の経費は、日本歯科医師会の一般会計より支出する。

附 則

この規約は、昭和３６年２月１０日から施行し、同年１月１日から適用する。

附 則

この規約は、昭和３７年９月２０日から施行する。

附 則

１ この規約は、昭和３８年４月２６日から施行する。

２ この規約施行の際、現任の部員は、この規約により委嘱されたものとみなす。

附 則

１ この規程は、第６次改正定款施行の日（昭和４０年５月１２日）から施行する。

２ この規程施行の際、現任の部員は、この規程により委嘱されたものとみなす。

附 則

この規程は、昭和４１年６月２４日から施行する。

附 則

この規程は、昭和４４年４月１日から施行する。

附 則

１ この規程は、昭和５０年１０月２３日から施行する。

２ この規程施行の際、現任の部員は、この規程により委嘱されたものとみなす。
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海外出張旅費規程

（目 的）

第１条 本規程は本会の依頼により海外に出張する場合の旅費の支給について定める

ものとする。

（地 域）

第２条 本規程において海外とは国内以外をいう。

（旅費の内容）

第３条 本規程により支給する旅費の内容は、次のとおりとする。

一 交通費

二 宿泊費

三 通信費

四 支度金

五 食 費

六 交際費

七 雑 費

（交通費・通信費）

第４条 交通費はその利用する交通機関のいかんを問わず実費を支給する。ただし、

航空機は普通料金とし、鉄道および船の料金は一等料金とする。なお、現地の交通

費、通信費、心づけ等は１日につき５，０００円支給する。

（宿泊費）

第５条 出張中の宿泊費は実費を支給する。

（支度金）

第６条 支度金は役員１００，０００円、役員以外は７０，０００円以内とし、会長これを決定す

る。

２ 出張をとりやめた場合は、支給した支度金は全額返済する。ただし、やむをえな

い理由がある場合は、その一部または全部を免除する。

（食 費）

第７条 出張先の食費は１日につき１０，０００円を支給する。
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２ 食事つき船舶および航空機を利用する場合は、乗船および搭乗期間に付随する食

費は差引くものとする。

（交際費）

第８条 出張先で公務による交際等に要する費用および訪問先への土産等の携行品に

要する費用は、本会が支給する。

（雑 費）

第９条 雑費とは、旅券、交付手数料、査証代、予防接種代、傷害保険料等の費用を

いう。

（精 算）

第１０条 日程等の変更による旅費の精算は、帰国後１０日以内に行うものとする。

（保 険）

第１１条 出張者には海外旅行傷害保険５０，０００，０００円を付する。ただし、受取人は本会

とする。

２ 傷害保険金は本会が受領後、出張者またはその家族に支給するものとする。

（雑 則）

第１２条 本規程に定めのない事項については、そのつど会長が決定する。

附 則

この規程は昭和５５年１月１日から施行する。
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日本歯科医師会災害見舞金の提供等に関する規約

（趣 旨）

第１条 この規約は、「激甚災害に対処するための特別の財源援助に関する法律」に

基づき指定された激甚災害又はこれに準ずる災害（日本歯科医師会に災害対策本部

が設置されたものに限る。以下「災害」という。）により会員（日本歯科医師会会

員で歯科医療機関を開設する者をいう。以下同じ）の医業用資産に損害を受けた場

合に、その損失を会員の相互扶助により補てんすることを目的として、必要な資金

の提供等に関する事項を定めるものとする。

（災害見舞金の提供）

第２条 災害により医業用の棚卸資産及び固定資産に損害を受けた会員（以下「被災

会員」という。）には、被災会員の所属都道府県歯科医師会を通じてその損失を補

てんするための資金（以下「災害見舞金」という。）を提供する。

� 前項の災害見舞金の額は、第５条の規定により交付を受けた資金を基に、当該都

道府県歯科医師会の定める配分基準に従って算定した金額とする。

� 前項の配分基準は、被災会員の医業用資産の被害状況を基にして定めるものとす

る。

（分担金の負担）

第３条 会員（被災会員を除く。以下「分担金の負担者」という。）は、災害見舞金

の資金に充てる分担金を負担しなければならない。

� 前項の分担金の額は、各災害における損失補てんの度合を考慮し、災害の都度、

災害対策本部において定める合理的な基準に基づき各会員に対して通知する金額と

する。なお、その分担金の額は、通常会費の２分の１に相当する額を限度とする。

（分担金の納入）

第４条 前条第２項の規定による分担金の額及び当該分担金の納入等に関する事項

は、都道府県歯科医師会を通じて分担金の負担者に通知する。

� 前項の通知を受けた分担金の負担者は、定められた方法に従い負担すべき分担金

を納入しなければならない。

� 都道府県歯科医師会が分担金の負担者の納入を取りまとめて行うときは、分担金
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を受領する際、受領書を発行するものとする。

（災害見舞金の提供資金の交付）

第５条 災害対策本部は、納入された分担金（第８条に規定する経費を除く。）を逐

次、被災会員の所属都道府県歯科医師会に災害見舞金の提供資金として交付する。

（災害見舞金の提供等に関する情報収集）

第６条 災害対策本部は、都道府県歯科医師会に分担金の納入、災害見舞金の提供等

に関する情報の提出を求めることができ、また、被災都道府県歯科医師会にあって

は、被災状況及び災害見舞金の提供等に関する情報を災害対策本部に提出すること

ができる。

（庶 務）

第７条 災害対策本部に事務局をおき、必要な庶務をつかさどる。

（経 費）

第８条 分担金の納入並びに災害見舞金の交付提供に伴う諸経費は、納入された分担

金から支弁するものとする。

（収支報告）

第９条 災害対策本部を解散するときは、分担金の納入、災害見舞金の交付提供、そ

の他の支出等に関する収支を都道府県歯科医師会を通じて会員に報告しなければな

らない。ただし、日本歯科医師会の広報紙（日歯広報）に収支報告書を掲載するこ

とにより報告に代えることができる。

� 都道府県歯科医師会は、前項に準じて会員にその収支を報告しなければならな

い。

（雑 則）

第１０条 この規約に定めのない事項、その他特に必要があると認める事項について

は、災害対策本部の協議により定めるものとする。

附 則

（施行期日）

第１条 この規約は、平成７年９月１２日から施行する。

（経過規定の原則）

第２条 この附則に別段の定めがあるものを除き、この規約の規定は、阪神・淡路大

震災以後の災害について適用する。
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（日本歯科医師会兵庫県南部地震災害対策本部に拠出した災害義援金に関する効力）

第３条 規約第３条第１項に定める分担金の負担者が、日本歯科医師会兵庫県南部地

震災害対策本部に拠出した災害義援金のうち、規約第４条に規定する分担金に適合

する部分の金額は、この規約に基づき納入した分担金の一部又は全部とみなす。

� 前項の規定により分担金の納入とみなしたものについては、規約第９条に規定す

る収支報告に併せて報告しなければならない。
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社団法人日本歯科医師会団体所得補償保険契約運営規程

（目 的）

第１条 本規程は、本会が保険契約者となることにより、会員福祉の向上及び契約内

容の充実を図ることを目的とする。

（加入対象者）

第２条 加入対象者は、本会会員とする。

（対象保険種目）

第３条 対象保険種目は、損害保険会社が取扱う団体所得補償保険契約とする。な

お、団体傷害保険契約及び団体医療費用保険契約等のうち、損害保険会社が取扱い

可能な保険種目も対象とすることができる。

（運 営）

第４条 本団体保険契約の事務処理は、都道府県歯科医師会、郡市区歯科医師会及び

本会会員を組織員とする団体（以下「都道府県歯科医師会等」という。）と共同し

て行うものとする。都道府県歯科医師会等は、損害保険会社の選定、募集地域内に

おける補償内容及び募集時期決定並びに保険料徴収等の事務を行い、本会は、これ

を管理・統括するものとする。

（都道府県歯科医師会等及び損害保険会社の報告義務）

第５条 都道府県歯科医師会等は、損害保険会社の協力を得て、本会が求める運営状

況に関する事項について定期的に報告するものとする。

（契約手続）

第６条 本会は、都道府県歯科医師会等より指定のあった損害保険会社と契約するも

のとする。損害保険会社との契約手続きは、都道府県歯科医師会等の契約始期に準

じ、原則として年１回行うものとする。

２ 都道府県歯科医師会等が、契約期間中に損害保険会社及び対象保険種目等の変更

を行う場合は、その都度本会に届出るものとする。

（都道府県歯科医師会等及び損害保険会社の遵守義務）

第７条 都道府県歯科医師会等及び損害保険会社は、本規程を遵守し、本団体保険契

約の運営に協力するものとする。なお、都道府県歯科医師会等及び損害保険会社が
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本規程に反する行為を行った場合、本会は、契約の継続をしないことがある。

規

程
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（実施要領への委任）

第８条 本団体保険契約の管理、都道府県歯科医師会等と損害保険会社との取決め事

項及び運営事務については、別途定める実施要領等によるものとする。

（この規程の変更及び廃止）

第９条 この規程を変更し、又は廃止しようとするときは、理事会の議決を経なけれ

ばならない。

附 則

この規程は、平成１３年４月１日から施行する。
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日本歯科総合研究機構規則

（設 置）

第１条 定款第６４条の規定に基づき、本会に日本歯科総合研究機構（以下「研究機

構」という。）を置く。

（目 的）

第２条 研究機構は、社団法人日本歯科医師会がその設立目的の達成をめざし国民中

心の総合的歯科医療の構築と普及のため行う諸事業に、必要な情報の収集分析や調

査研究等を行うことを目的とする。

（任 務）

第３条 研究機構は、前条の目的を達成するため会長の付託または諮問にこたえ、次

の事柄を行う。また、意見を具申することができる。

一 資料・情報の収集

二 調査・研究・分析

三 委託調査・研究の企画

四 その他必要な事柄

（組織並びに任期及び処遇）

第４条 研究機構に次に者を置く。

一 研究機構長 理事をもって充てる

二 研究部長 理事会の議を経て会長が委嘱する

三 研究員 理事会の議を経て会長が委嘱する

２ 第１項の研究部長及び研究員の任期は、委嘱する会長の在任を超えない期間とす

る。ただし、再任をさまたげない。

３ 第１項の研究部長及び研究員は特別職として報酬を支払うことができる。

（職 務）

第５条 研究機構長は、会長の命を受け、研究機構を総括する。

２ 研究部長は、研究機構長の命を受け、研究実務をつかさどり、調査・研究・分析

の方法の決定、得られた結果の報告・説明等を行う。

３ 研究員は、研究部長の指示のもと、具体的な調査・研究・分析を行うほか、委託
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研究の企画等を行う。

研
究
機
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規
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（会 計）

第６条 研究機構の会計は、社団法人日本歯科医師会財産の管理及び会計規則第４条

第３項に規定する特別会計とし、名称を日本歯科総合研究機構会計とする。

（事務局）

第７条 研究機構の庶務は事務局において処理する。

附 則

この規則は、平成１９年４月１日から施行する。
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社団法人日本歯科医師会事務局組織規則

（趣 旨）

第１条 この規則は定款の規定に基づき事務局の組織大綱を定める。

（職 員）

第２条 事務局に次の職員を置く。

事務局長 １名

部 長 ２名

課 長 １０名以内

課長補佐 １０名以内

係 長 １０名以内

係 員 ４５名以内

２ 職員の総定数は７８名以内とする。

３ 前項の定数には、関連団体への出向者を含むものとする。

（職員の任免）

第３条 事務局長、部長および課長は理事会の議を経て会長が任免する。

２ 課長補佐、係長および係員は会長が任免する。

（職員の職務）

第４条 事務局長は、会長の指揮監督を受けて事務を総括する。

２ 部長は、事務局長の命を受けて所管事務を掌理する。

３ 課長は、直属部長の命により担当事務を分掌する。

４ 課長補佐は、直属上司の命を受けて担当事務をつかさどる。

５ 係長は、直属上司の命を受けて担当事務をつかさどる。

６ 係員は直属上司の命を受けてその所属の事務または職務に従事する。

（事務連絡会）

第５条 事務局に事務連絡会を置く。

（事務嘱託および臨時の要員）

第６条 会長は、必要に応じて事務嘱託および臨時の要員を置くことができる。
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（事務局組織）

第７条 事務局に次の部を置く。

規

則

事
務
局
組
織

一 総務部

二 事業部

２ 各部に課を置き、その構成、任務その他必要な事柄は別に定める。

第８条 この規則を改廃する場合は、代議員会の議を経なければならない。

附 則

１ この規則は、昭和４８年１０月１日から施行する。

２ この規則施行の際、既存の社団法人日本歯科医師会事務局組織規程は廃止する。

３ この規則施行の際、現に在職する職員（事務嘱託を含む）は、特に命ぜられた者

を除くほか、この規則に基づき、職員としての同一性をもって存続するものとする。

附 則

この規則は、昭和５１年４月１日から施行する。

附 則

この規則は、昭和５３年９月１４日から施行する。

附 則

この規則は、昭和６１年４月１日から施行する。
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社団法人日本歯科医師会事務局組織
規則施行細則

第１条 この施行細則は、事務局組織規則の規定するところに基づきこれを定める。

第２条 事務局組織規則第２条に定める事務局長は理事会の議を経て専務理事が代行

することができる。部長、課長は職員の中から任免するものとし、部長は課長を兼

務することができる。

第３条 事務局各部に次の１０課を置く。

総務部 庶務課、会計課、厚生会員課、情報管理課

事業部 学術課、保険医療課、地域保健課、医療管理課、広報課、日本歯科医学会

事務局（課）

第４条 総務部においては、次の事項をつかさどる。

一 渉外に関する事項

二 職印の管守に関する事項

三 契約及び登記に関する事項

四 文書に関する事項

五 人事及び労務に関する事項

六 諸給与に関する事項

七 職員の福祉厚生に関する事項

八 歯科医師会職員互助会に関する事項

九 事務能率、改善に関する事項

十 職員の研修に関する事項

十一 役員秘書業務に関する事項

十二 予算管理及び決算に関する事項

十三 財産の管理に関する事項

十四 監査室の事務に関する事項

十五 会館の維持管理及び運営に関する事項

十六 物品の発注、購入に関する事項

十七 会員名簿及び管理事務に関する事項
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十八 会費及び負担金等の納入調査に関する事項

施
行
細
則

事
務
局
組
織

十九 福祉共済制度の管理、運営に関する事項

二十 年金制度の管理、運営に関する事項

二十一 情報管理に関する事項

二十二 図書館に関する事項

二十三 所管諸会議に関する事項

二十四 その他、他課の担当に属さない事項並びに庶務一般に関する事項

２ 庶務課においては第一号から第十一号、第十三号、第十五号、第十六号、第二十

三号及び第二十四号の事項、会計課においては第十二号、第十四号及び第二十三号

の事項、厚生会員課においては第十七号から第二十号及び第二十三号の事項、情報

管理課においては第二十一号から第二十三号の事項をつかさどる。

第５条 事業部においては、次の事項をつかさどる。

一 学術に関する事項

二 生涯研修に関する事項

三 会誌に関する事項

四 国際交流に関する事項

五 医療制度及び医療保険に関する事項

六 器材薬剤に関する事項

七 地域歯科保健に関する事項

八 産業歯科保健に関する事項

九 歯科医業の経営、税務に関する事項

十 歯科医師青色申告会全国連合会に関する事項

十一 歯科補助者の指導、研修に関する事項

十二 歯科助手資格認定制度に関する事項

十三 国民及び会員への広報活動に関する事項

十四 日本歯科医学会に関する事項

十五 所管諸会議に関する事項

２ 学術課においては第一号から第四号及び第十五号の事項、保険医療課においては

第五号、第六号及び第十五号の事項、地域保健課においては第七号、第八号及び第

十五号の事項、医療管理課においては第九号から第十二号及び第十五号の事項、広
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報課においては第十三号及び第十五号、日本歯科医学会事務局（課）においては第

十四号及び第十五号の事項をつかさどる。

附 則

この細則は、昭和４８年１０月１日から施行する。

附 則

この細則は、昭和４９年１１月１日から施行する。

附 則

この細則は、昭和５１年４月７日から施行し、同年４月１日より適用する。

附 則

この細則は、昭和５１年５月１９日から施行する。

附 則

この細則は、昭和５３年５月１７日から施行する。

附 則

この細則は、昭和５３年１１月１日から施行する。

附 則

この細則は、昭和５７年４月１日から施行する。

附 則

この細則は、昭和６０年４月１日から施行する。

附 則

この細則は、平成３年３月１４日から施行する。

附 則

この細則は、平成３年４月２４日から施行し、同年４月１日より適用する。

附 則

この細則は、平成９年５月２９日から施行し、平成９年４月１日から適用する。

附 則

この細則は、平成１２年８月１日から施行する。

附 則

この細則は、平成２１年４月１日から施行する。
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規

程

事
務
取
扱

社団法人日本歯科医師会会員の
届出等に関する事務取扱規程

（入 会）

第１条 日本歯科医師会に個人会員として入会しようとする者は、入会申込書及び福

祉共済関係記載事項（正副２通）にそれぞれ所定事項記入のうえ、所定の入会金及

び福祉共済負担金を添えて、就業所所在地の郡市区支部歯科医師会を通じ、都道府

県歯科医師会を経て日本歯科医師会へ提出するものとする。

２ 郡市区支部歯科医師会及び都道府県歯科医師会は、前項に規定する入会申込書等

を受けたときは、すみやかに所属歯科医師会証明欄に証明のうえ、順序を経て日本

歯科医師会へ送付しなければならない。

第２条 日本歯科医師会は、入会申込書等を受けたときは、すみやかに理事会におい

て審議し、承認を得た場合は、入会申込書の副本に承認年月日、会員番号等を記入

のうえ、福祉共済関係記載事項の副本とともに都道府県歯科医師会へ送付するもの

とする。

２ 都道府県歯科医師会は、前項により送付を受けた入会申込書及び福祉共済関係記

載事項の副本は、会員原票として保管しなければならない。

（県内異動）

第３条 会員が入会申込書及び福祉共済関係記載事項の記載事項に変更を生じた場合

は、すみやかに異動届をその所属の郡市区支部歯科医師会を通じ、都道府県歯科医

師会を経て日本歯科医師会へ届け出なければならない。

２ 日本歯科医師会は異動届を受けたときは、すみやかに会員原票等を訂正し、変更

通知書を都道府県歯科医師会へ送付するものとする。

（県外異動）

第４条 会員が都道府県歯科医師会の所属を変更した場合、都道府県歯科医師会は異

動届とともに保管する入会申込書及び福祉共済関係記載事項の副本を日本歯科医師

会へ送付しなければならない。

第５条 日本歯科医師会は、会員が都道府県歯科医師会の所属を変更し、その異動届

を受けたときは、異動通知票を作成し、都道府県歯科医師会から送付された入会申
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込書及び福祉共済関係記載事項の副本に所要事項を記入してともに異動先の都道府

県歯科医師会へ送付するものとする。

２ 会員が都道府県歯科医師会を変更した場合は、前項の規定により処理するものと

し、都道府県歯科医師会が直接相互に処理してはならない。

（退 会）

第６条 会員が日本歯科医師会を退会しようとする場合には、退会届をその所属の郡

市区支部歯科医師会を通じ、都道府県歯科医師会を経て日本歯科医師会へ届け出な

ければならない。

２ 会員死亡の場合は、その遺族から前項に準じ届け出るものとする。

（会員数）

第７条 都道府県歯科医師会は、毎月末日現在の日本歯科医師会の個人会員数を翌月

２０日までに日本歯科医師会へ通報するものとする。

（会員原票）

第８条 日本歯科医師会は、前各条により会員原票を作成し、整備し、常に会員の現

況を明らかにし、都道府県歯科医師会は、保管する入会申込書及び福祉共済関係記

載事項の副本を整備し、ともに会務の合理化及び能率増進に資するものとする。

附 則

この要領は、昭和３５年６月１日から施行する。

附 則

この要領は、第４次改正定款施行の日（昭和３６年５月２１日）から施行する。

附 則

この要領は、昭和３９年１月１日から施行する。

附 則

この規程は、昭和４０年４月１日から施行する。

附 則

この規程は、昭和４２年４月１日から施行する。

附 則

この規程は、昭和４５年４月１日から施行する。

附 則

この規程は，昭和５１年４月１日から施行する。
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保
護
規
程

個
人
情
報

社団法人日本歯科医師会個人情報保護規程

第１章 総 則

（目 的）

第１条 この規程は、社団法人日本歯科医師会（以下「本会」という）が保有する個

人情報につき、本会の個人情報保護方針に基づく適正な保護を実現するために必要

な基本的事項を定めたものである。

（適用範囲）

第２条 この規程は、本会の役員および職員をはじめとする全ての従業員に対し適用

する。

２ 個人情報を取り扱う業務を外部に委託する場合も、この規程の趣旨に従って、個

人情報の保護を図るものとする。

（本規程の対象）

第３条 この規程は、本会が有する会員、役員、職員、その他関係者の個人情報を対

象とする。

第２章 個人情報の収集

（収集の原則）

第４条 個人情報の収集にあたっては、利用目的を明確に定め、その目的の達成に必

要な限度において行わなければならない。

２ 個人情報の収集は、適法かつ公正な方法により行うものとする。

（特定の機微な個人情報の収集の禁止）

第５条 次に示す内容を含む個人情報の収集、利用又は提供を行ってはならない。

� 思想、信条及び宗教に関する事項

� 人種、民族、門地、本籍地、犯罪歴、その他社会的差別の原因となる事項

� 勤労者の団結権、団体交渉及びその他団体行動の行為に関する事項

� 集団示威行為への参加、請願権の行使及びその他の政治的権利の行使に関する
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事項

（収集の手続き）

第６条 業務において新たに個人情報を収集する必要がある場合には、予め個人情報

保護管理者（第１５条）に利用目的および実施方法を届け出、承認を得るものとする。

第３章 個人情報の利用

（個人情報の利用の原則）

第７条 個人情報は、原則として、利用目的の範囲内で、具体的な権限を与えられた

者のみが、業務の遂行上必要な限りにおいて利用できるものとする。

２ 個人情報保護管理者の承諾を得ないで、個人情報の目的外利用、第三者への提

供・預託、通常の利用場所からの持ち出し、外部への送信等の個人情報の漏えい行

為をしてはならない。

３ 本会役員、職員、派遣社員、委託外注職員および関係者は、業務上知り得た個人

情報の内容をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。そ

の業務に係る職を退いた後も、同様とする。

（個人情報の利用目的とその公表）

第８条 個人情報を収集する目的は、本会の業務遂行の上で利用することである。な

お、通常の業務で想定される個人情報の利用目的は、本会のインターネットホーム

ページ、広報、会誌等に公表するものとする。

（個人情報の委託処理等に関する措置）

第９条 個人情報を第三者との間で共同利用するか、または、業務を第三者に委託す

るために個人情報を当該委託先に預託する場合においては、本会の外部委託管理規

程に従い、かつ、個人情報の適正な取り扱いの規程が含まれる業務委託契約を締結

し、「個人情報の保護に関する法律」上、必要かつ適切な監督を行うものとする。

第４章 個人情報の適正管理

（個人情報の管理の原則）

第１０条 個人情報は、利用目的の達成に必要な範囲内において、正確かつ最新の状態
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で管理するものとする。

（個人情報の開示・訂正・利用停止・削除）

第１１条 本人から自己の情報について開示が求められた場合は、合理的な期間内でこ

れに応じるものとする。

２ 本人から自己の情報について訂正または削除を求められた場合は、原則として合

理的な期間内でこれに応ずることとし、訂正または削除を行った場合は、可能な範

囲内で当該本人に対し通知を行うものとする。

３ 個人情報の開示・訂正・利用停止・削除に関しては、別に規則で定める。

（個人情報の安全性の確保）

第１２条 個人情報保護管理者は、個人情報への不当なアクセス又は個人情報の紛失、

破壊、改ざん、漏えい等の危険に対して、「セキュリティ管理計画」を策定し、実

施、普及、評価、改善をしなければならない。

（個人情報の第三者への提供）

第１３条 個人情報の第三者への提供は、本人の同意がない場合は禁止する。但し、以

下の場合には第三者に提供することがある。

� 令状等により要求された場合（届出、通知）

� 本会の目的達成のために事業を行う場合

� 会員の福利厚生のための日歯福祉共済、日歯年金、公的年金等への提供

� 本会の業務を委託する場合

� 本会の監査等管理運営上必要な外部機関等への提供

２ 第三者への提供は、個人情報保護管理者の承諾を得て、必要な措置を講じた後で

なければならない。

（自己情報の利用又は提供の拒否権）

第１４条 本会が保有している個人情報について、本人から自己情報についての利用又

は第三者への提供を拒まれた場合、これに応じなければならない。ただし、裁判所

等および令状に基づく権限の行使による開示請求等又は本会が法令に定められてい

る義務の履行のために必要な場合については、この限りでない。
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第５章 管理組織・体制

（個人情報保護管理者）

第１５条 会長は、理事の中から個人情報保護管理者１名を任命し、会内における個人

情報の管理業務を行わせるものとする。

２ 個人情報保護管理者は、必要に応じ１名以上の個人情報保護担当者を選任し、自

己に代わり必要な個人情報保護についての業務を行わせることができる。なお、個

人情報保護管理者は、個人情報保護担当者の管理・監督をしなければならない。

（個人情報コンプライアンスプログラムの策定）

第１６条 個人情報保護管理者は、関係者の協力を得て個人情報を保護するために必要

な個人情報コンプライアンスプログラムを立案して文書化し、かつ、毎年、実施、

評価、改善を行うものとする。

（教 育）

第１７条 個人情報保護管理者は、役員および職員をはじめとする全ての従業員に個人

情報コンプライアンスプログラムの重要性を理解させ、確実な実施を図るために、

所要の教育計画および教育資料に従い、継続的かつ定期的に教育・訓練を行うもの

とする。

（監 査）

第１８条 会長は監査責任者を任命し、会内における個人情報の管理が個人情報保護コ

ンプライアンスプログラムに従い適正に実施されているかにつき定期的に監査を行

わせるものとする。

（個人情報保護苦情・相談窓口の設置）

第１９条 会長は個人情報保護管理者と相談の上、個人情報保護苦情・相談窓口を設置

し、その連絡先を本規程の対象者（第３条）に告知しなければならない。

第６章 個人情報の消去・廃棄

（消去・廃棄の手続き）

第２０条 個人情報の消去および廃棄は、具体的な権限を与えられた者のみが、外部流
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出などの危険を防止するための必要かつ適正な方法により、業務の遂行上必要な限

りにおいて行うものとする。

第７章 罰 則

（罰 則）

第２１条 本会は、本規程に違反した役員および職員に対して所定の手続きに基づき懲

戒を行うことがある。

第８章 規程の見直し

（規程の見直し）

第２２条 社会情勢の変化、施行状況、監査の結果等を考慮し、本規程の見直しの必要

が生じた場合、適宜、理事会で改善を行っていくものとする。

附 則

この規程は、平成１７年４月１日より施行する。
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